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ＮＰＯ法人 都市災害に備える技術者の会「防災講演会」 

                  2023（令和 5）年 11月 11日（土）13：30～17：00 

 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 

『宅地造成及び特定盛土等規制法の施行と課題』レジメ 

弁護士 坂和章平 

 

＜自己紹介その１ 弁護士として＞ 

・・・自己紹介①～⑧ 

１. 事務所 〒530-0047 

大阪市北区西天満 3丁目 4 番 6号 

西天満コートビル 3階 坂和総合法律事務所 

TEL 06(6364)5871 / FAX 06(6364)5820 

２. ホームページ、SNS 

www.sakawa-lawoffice.gr.jp（法律事務所用） 

 www.show-hey-cinema.com（映画評論） 

(1) Facebook 

(2) ウェイボー（微博） 

３. 経歴 

1949年 1月 愛媛県松山市で誕生（団塊世代） 

1971年 3月 大阪大学法学部卒業 

1972年 4月 司法修習生（26期） 

1974年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会） 

1979年 7月 坂和章平法律事務所開設 

（後 坂和総合法律事務所に改称） 

現在に至る 

 

＜自己紹介その２ 都市問題 出版＞ 

第１ 都市問題に関する出版 

１．82年 8月 大阪モノレール訴訟提起（94年完了） 

⇒95年 4月 『ルートは誰が決める？―大阪モノ

レール訴訟顛末記』（共著）(都市文化社) 

２．84年 5月 大阪駅前ビル商人デモ――大阪駅前

問題研究会参加 

 ⇒85年 8月 『苦悩する都市再開発』（共著）(都

市文化社) 

３．84年 9月 阿倍野再開発訴訟提起 

 ⇒89年 2月 『阿倍野再開発訴訟の歩み』（共著）

（都市文化社） 

４．87年 7月 『岐路に立つ都市再開発』（共著）(都

市文化社) 

 ＜その問題意識＞ 

 (1) 大阪駅前問題研究会での学習から再開発その

ものに興味をもった 

 (2) 具体例（133例）の分析（土地・人・カネ・床

の視点から） 

 (3) 都市再開発が岐路に立っていることを指摘  

  ⇒改善の方向を実践的にプロポーザル 

５．90年 3月 『都市づくり・弁護士奮闘記』（都市

文化社） 

６．95年 8月 『震災復興まちづくりへの模索』（共

著）(都市文化社) 

７．96年 5月 『まちづくり法実務体系』（共著）（新

日本法規） 

 ＜その問題意識＞ 

 (1) キーワード ＝ まちづくり法の複雑性・難

解性 

 (2) まちづくり法に国民が興味をもち、それを広

げ定着させる必要性を痛感 

 (3) 体系化の試み 

８．99年 11月 愛媛大学法文学部で「都市法政策」

4日間集中講義 

 ⇒ 00年 7月 『実況中継 まちづくりの法と政

策』（日本評論社） 

 ＜その問題意識＞ 

 (1) まちづくり法の知識ではなく、切り口を示す 

 (2) 戦後 55年の検討（総括）と今の学生（若者）

の問題意識 

 (3) 学生（若者）と民主主義、政治、経済、社会、

まちづくりをどう結びつけるか 

 ＜評価（受賞）＞ 

・01年 5月 日本都市計画学会「石川賞」受賞 

（「弁護士活動を通した都市計画分野における

顕著な実践および著作活動」） 

・01年 5月 日本不動産学会「実務著作賞」受賞

（『実況中継 まちづくりの法と政策』） 

９．01年 6月 『Ｑ＆Ａ 改正都市計画法のポイン
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ト』（共著）(新日本法規) 

 ＜その問題意識＞ 

 2000（平成 12）年 5月 都市計画法の大改正（01

（平成 13）年 5月施行） 

10．01年 12月 愛媛大学法文学部で「都市法政策」

4日間集中講義 

 ⇒ 02年 9月 『実況中継 まちづくりの法と政策

Ⅱ』（日本評論社） 

 ＜その問題意識＞ 

 (1) 破綻する駅前再開発  

 (2) 小泉「都市再生」の行方  

 (3) 戦後 57年 

11．03年 7月 『わかりやすい都市計画法の手引（加

除式）』(新日本法規) 

＜その問題意識＞ 

(1) 都計法の体系（枠組み）の理解 

 (2) 都計法の時代的流れの理解 

 (3) 都計法の基本的概念の理解 

 (4) 近時の平成 12年、平成 14年改正の理解 

12．03年 9月 『注解 マンション建替え円滑化法

〔付〕改正区分所有法等の解説』（編著）(青林書

院) 

 (1) マンション建替え円滑化法の制定（02（平成

14）年 6月制定、02（平成 14）年 12月施行） 

 (2) マンション建替え組合 

 (3) 都市再開発法の権利変換手法を手本 

 (4) 密集法（危険・有害なマンション建替え促進、

居住安定計画）の手法を手本 

13．04年 2月 『改正区分所有法＆建替事業法の解

説』(共著)(民事法研究会)  

 「第 2章 建替事業の個人施行」「第 3章 権利変

換手続による関係権利の円滑な移行」 

14．03年 12月 愛媛大学法文学部で「都市法政策」

4日間集中講義 

 ⇒ 04年 6月 『実況中継 まちづくりの法と政策

Ⅲ』（日本評論社） 

15．04年 11月 『Ｑ＆Ａ わかりやすい景観法の解

説』(新日本法規) 

16．05年 4月 『実務不動産法講義』(民事法研究会)  

17．05年 12月 愛媛大学法文学部で「都市法政策」

４日間集中講義 

 ⇒ 06年 9月 『実況中継 まちづくりの法と政

PART４』(文芸社) 

18．07年 7月 『建築紛争に強くなる！建築基準法

の読み解き方─実践する弁護士の視点から』(民事

法研究会) 

19. 08年 4月『津山再開発奮闘記－実践する弁護士

の視点から』（文芸社） 

20. 12年 4月 『眺望・景観をめぐる法と政策』(民

事法研究会) 

21．15年 11月 『早わかり！大災害対策・復興をめ

ぐる法と政策─復興法・国土強靱化法・首都直下

法・南海トラフ法の読み解き方─』（民事法研究会） 

22. 17年 6月 『まちづくりの法律がわかる本』（学

芸出版社） 

23. 23年 1月 『新旧対照・逐条解説 宅地造成及

び特定盛土等規制法』（民事法研究会） 

第２ コラム集 

１．『がんばったで！３１年』（05年 8月） 

２．『がんばったで！４０年』（13年 12月） 

３．『がんばったで！４５年』（19年 4月） 

４．『がんばったで！５０年』（24年に出版） 

 

＜自己紹介その３ 映画評論家として＞【略】 

・『シネマ本』1～52      ・・・自己紹介⑧ 

・『シネマ』53 －23年 12月に出版 

＜自己紹介その４ 中国関連＞ 

1.2001年 8月に中国旅行（大連）。翌年は西安へ 

 →以降、20数回中国訪問 → 旅行記 

2.『坂和的中国電影大観』1～4出版（約 300本） 

          2023年 12月に vol.5出版 

3.日中友好協会機関紙『日本と中国』に連載 

  「熱血弁護士 坂和章平 中国映画を語る」 

  （2017年 1月～2023年 11月、80回）  

4.中国駐大阪総領事館広報アドバイザーとして活動 

 

＜自己紹介その５ 本の書評、紹介＞ 

『まちづくりの法律がわかる本』の書評、紹介 

 ・『日本不動産学会誌』2017年 9月 

 Vol.31 No.2（通巻 121号） 

・・・自己紹介⑨、⑩ 

 

＜自己紹介その６ 坂和年表 2023＞ 

・・・自己紹介⑪ 
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序 章 １.災害法体系と土砂災害の基礎知識 

第１ 前提（災害法体系） 

１. 近時の地震・火山噴火・台風・水害・土砂災害が多発 

    原因は地球温暖化？（ハワイ・マウイ島の山火事や米国のハリケーン多発も？） 

２. 災害対策基本法をはじめとする災害法体系の整備（改正）が急ピッチ・・・法令資料⑲⑳㉑ 

  ・災害対策基本法の令和 3年改正 

①災害時における円滑かつ迅速な避難の確保 

 ・避難勧告・避難指示の一本化（避難勧告を廃止）  ・個別避難計画の作成の努力義務化等 

    ②災害対策の実施体制の強化 

  ・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（流域治水関連法）（令和 3 年） 

    ①流域治水の計画・体制の強化【特定都市河川法】 

②氾濫をできるだけ防ぐための対策【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】 

③被害対象を減少させるための対策【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】 

④被害の軽減、早期復旧・復興のための対策【水防法、土砂災害防止法、河川法】 

３. 対策づくり、予報、計画づくりのシステムが複雑化 

 ・平成 25年 8月 30日～  

気象庁が特別警報の運用開始 

（大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、 

暴風雪） 

・避難行動要支援者名簿の作成の 

努力義務化（災害対策基本法の平  

成 25年改正） 

・令和元年 5月 29日 5段階の警戒  

レベル（「避難勧告等に関するガイ 

ドライン」平成 31年 3月改定） 

・令和 3年 5月 20日 避難勧告・避  

難指示を避難指示に一本化（「避難  

情報に関するガイドライン」令和  

3年 5月改定） 

第２ さまざまな基礎知識 

１. 災害一般 

  ex. 特別警報 気象庁が警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起

こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるもの｡大雨、暴風、高潮、

波浪、大雪、暴風雪の６種類あり。平成 25 年 8 月 30日から運用｡ 

線状降水帯 「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可

能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線状降水帯」

というキーワードを使って呼びかける。警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表。 

記録的短時間大雨情報 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測したり、解析し

たりしたときに発表。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪

水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることを知らせるために、雨量基準を

満たし、かつ、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に

発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記。雨量基準は、1 時間雨量歴代 1 位また

は 2 位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めている。 
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土砂災害警戒情報 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおか

しくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよ

う、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報。都道府県と気象庁が共同で発表。危険な場

所からの避難が必要な警戒レベル４に相当。 

指定河川洪水予報 河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるよ

うに、気象庁は国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区

間を決めて水位または流量を示した洪水の予報。氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫

発生情報の 4 つがある。河川名を付して「○○川氾濫注意情報」のように発表 

２. 土砂災害─盛土・切土、大規模盛土造成地 

  ⑴ 宅地造成する場合は、盛土と切土を組み合わせる手法が一般的 

・盛土・・・低い地盤や斜面に土を盛って土地を高くし、平坦な地面を作ること。盛土は盛られた土ででき

ているため、土を盛ってある部分は、固めてあるとはいえ、転圧（締固め）や地盤改良工事が

不十分な場合は、災害に対して弱く、地震等の不同沈下や大雨による土石流災害などの災害が

発生しやすいという特徴（弱点）がある。 

・切土・・・高い地盤や斜面を切りとって土地を低くし、平坦な地面を作ること。切土は元の地盤を削

ったものであるため、全体的に均一で締まっているうえ、地盤の強度がしっかりしており、

地震等の災害による被害を受けにくいという特徴（長所）がある。 

⑵ 盛土造成地には、「谷埋め型盛土」と「腹付け型盛土」がある。 

・谷埋め型盛土・・・谷や沢を埋め立てた造成地。盛土内に水の浸入を受けやすく、形状的に盛土側面

に谷部の斜面が存在することが多い。 

・腹付け型盛土・・・傾斜地に盛土した造成地。傾斜地盤上の高さが高い。 

⑶ これらの盛土造成地のうち、次のいずれかの要件を満たしたものを「大規模盛土造成地」と呼ぶ。 

①谷埋め型大規模盛土造成地：盛土の面積が３,０００㎡以上 

②腹付け型大規模盛土造成地：盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が ２０度以上で、かつ、

盛土の高さが５m以上  

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 平成 18年改正法の造成宅地防災区域（Z区域） 著書 B（１６頁） 

  指定要件 宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが 

大きい一団の宅地造成の区域であって政令で定める基準に該当するもの（宅地造成工事規 

制区域内の土地を除く） 
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序 章 ２. まちづくり法（都市法体系）と宅地造成規制法との接点 

第１ 坂和流問題意識の所在 

１．まちづくり法（都市法体系）ＶＳ宅地造成（の技術論） 

本日の講演の企画はＮＰＯ法人都市災害に備える「技術者の会」。 

⇒宅地造成の技術的基準に精通した（専門家）集団。 

⇒宅地造成規制制区（Ｔ区域、Ｚ区域）における規制基準についての専門家。 

⇒しかし、宅地は宅地造成法によって創出されるものばかりではない。都市法体系によって創出されるもの。 

２．まちづくり法（都市法体系）における市街地、宅地の再認識 

（１）近代都市法の「4 つの特徴」を再確認すべき 

⇒①市街区域、②線引き（ゾーニング）、③用途地域、④開発許可、はすべて宅地を創出する（ための）もの。 

もちろん、宅地上には建物を建てる。昔は木造 2 階建。その後ビル。近時は高層、超高層ビル。 

⇒宅地造成については技術的レベルだけでなく、まちづくり法（都市法体系）の理解が不可欠。 

 （２）都市法の 1 つ（の分野）が土地法。―土地バブルの時は地価問題、地価対策が大きな社会問題に。 

 （３）ＶＳ中国の土地法、都市法。 

   中国では土地は国有。土地は利用権のみ。 

第２ 判例、事例 

１．判例Ａ＜土地区画整理事業で造成した宅地の購入者が、平成 25 年台風による水害被害を受けたとして、市      

に損害賠償を求めた事例＞ 

   １．福知山市の石原（いさ）地区土地区画整理事業（51ｈ）。造成した土地を購入し被害を受けた原告 6 名が

提訴。被告は福知山市。根拠は、市が浸水被害の可能性についての説明を怠ったというもの。 

 

    ・一審判決 京都地裁 令和 2 年 6 月 17 日 

      市から直接購入した原告 3 名につき、市が説明義務を怠ったとして、損害賠償を認容。 

      仲介業者から購入した原告 3 名につき、請求棄却     

・控訴審判決 大阪高裁 令和 5 年 8 月 30 日 逆転敗訴 市に義務違反なし すべての請求棄却 

       

２．判例Ｂ＜熱海の土石流被害について（2021 年 7 月）＞ 

事例Ａ 

（１）熱海市伊豆山で 7 月に発生した大規模土石流で、死者 6 人の遺族 5 人が 10 日、起点の盛り土を含む土地

の現旧所有者を殺人容疑で刑事告訴した。代理人弁護士とともに熱海署に告訴状を提出した。県警は既

に別の遺族 1 人の告訴を受理し、業務上過失致死容疑などで現旧所有者の捜査を進めているが、遺族側

は「過失では済まされない」と、強い処罰感情を示している。 

（２）殺人容疑で告訴されたのは、2011 年まで土地を所有し、盛り土を造成した神奈川県小田原市の不動産管

理会社の元代表と現在の土地所有者の男性。 

（３）熱海市や県が公表した行政文書では、不動産管理会社が盛り土造成の過程で法令違反を繰り返し、市か

ら土砂搬入の中止や災害防止措置など少なくとも 7 度の行政指導を受けていたことが明らかになってい

る。現所有者は土地取得後、排水設備や沈砂地の整備などの安全対策工事を行うと市と約束していた。 

（４）弁護団共同代表の加藤博太郎弁護士は、元代表が市の要請を無視して盛り土を造成し続け、現所有者は

何ら対策を講じなかったと指摘。「住民の命に危険を及ぼす可能性があることを認識していたのに死んで

も構わないという『未必の故意』があった」と主張する。 

（５）県警は 8 月、業務上過失致死容疑で元代表を、重過失致死容疑で現所有者を訴えた遺族の瀬下雄史さん
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（53）＝千葉県＝の告訴状を受理し、10 月下旬に両者の関係先などを家宅捜索した。 

（６）遺族側は 11 人が殺人容疑で追加告訴する意思を示していたが、捜査の迅速性を優先するため告訴人を絞

り込んだ。加藤弁護士は「殺人容疑の立件はハードルが高いと認識しているが、現旧所有者の過失によ

る災害ではない。両者には速やかに裁きを受けてほしい」と話した。 

（７）土石流では 26 人が死亡し、1 人が行方不明になっている。遺族、被災者計 70 人は現旧所有者らに約 32

億円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしている。他の遺族が追加で刑事告訴するかどうかは未定とい

う。 

事例Ｂ 

（１）28 人が死亡した 2021 年 7 月の熱海土石流災害は、違法に積み上げられた盛り土が崩れた“人災”が強

く疑われています。 

（２）崩落の起点にあった盛り土の造成は、不動産会社「新幹線ビルディング」の天野二三男代表が別荘地を

造成する目的で 2007 年に申請。その後、許可された高さ 15 メートルを大幅に超える盛り土を造成し、

十分な安全対策も講じられないまま、約 50 メートルにまで積み上げられました。 

（３）盛り土のあった土地は、2011 年に現在の所有者に売却された後も安全対策は不十分なまま放置され、2021

年 7 月の土石流災害に至りました。
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第１部 まちづくりの法と政策（まちづくり法体系）

第１編 『まちづくりの法律がわかる本』（学芸出版社）の出版（2017年 6月 1日） 

１．問題意識１─はじめに、おわりに 

はじめに（３頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  おわりに（１９０頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．問題意識２─コラム 

コラム１ 『苦悩する都市再開発』（１９８５年）と『津山再開発奮闘記』（２００８年）（３２頁） 

 コラム２ 景観法と景観条例の活用を考える―観光立国の観点から（７６頁） 

 コラム３ 『あの金で何が買えたか―バブル・ファンタジー』を考える（８８頁） 

コラム４ 土地バブル対策とその崩壊を考える（１１４頁） 

 コラム５ 再度の政権交代と国土強靭化関連三法（１３８頁） 

はじめに 
 今やソフトな意味での「まちづくり」という言葉は定着していますが、都市計画法や建築基準法、土地区画
整理法や都市再開発法、近時は都市再生特別措置法や国家戦略特区法、さらに東日本大震災後に次々と制定さ
れた復興法制と災害法制、そして国土強靭化基本法、首都直下地震法、南海トラフ地震法等々、２００本以上
に上る膨大なまちづくりに関する法律は理解するのが大変です。歴史的に考えても戦前のまちづくり法はとも
かく、「もはや戦後ではない」と言われた昭和３７年以降の高度経済成長政策の中で近代都市法が確立しまし
たが、石油ショック、土地バブルとその崩壊、リーマンショック等の大波乱と阪神・淡路大震災、東日本大震
災等の大災害の中、自民党を中心とした歴代内閣はさまざまな都市政策を展開し、まちづくり法は大きく変遷
してきました。そして急速な少子高齢化が進む２０１７年の今、日本のまちづくり法は大きな転換点を迎えて
います。 
 都市計画法を学生時代に勉強した人は少なく、社会に巣立った後に必要に迫られて勉強する人がほとんどで
す。その典型は自分の敷地に家を建てるケースで、そこではじめて用途地域と用途規制・形態規制を知り、市
街化区域と市街化調整区域の線引きや開発許可の意味を考えることになります。他方、時代が大きく変遷する
中で「メニュー追加方式」によってチンプンカンプン状態になっている条文もたくさんあります。しかし、何
事も基本が大切、原理原則の理解が大切です。「都市計画とは何か？」を出発点とした都市計画法の理解がで
きれば、まちづくり法体系の理解も可能だし、現在の到達点と今後の課題を明確にすることもできます。本書
は、各項目ごとにエッセンスを抽出してわかりやすく解説していますので、一方ではその方面の専門家の論点
整理用として、他方ではまちづくりの初心者の入門書として活用していただければ幸いです。 

おわりに 
 都市計画法の解説書は条文に沿って解説したコンメンタールから、わかりやすい図表をふんだんに使った図
解書まで、また膨大なボリュームのものからコンパクトなものまでたくさんありますが、どの本も最後まで読
み通すのは大変だし、理解するのはさらに大変です。それに対して、土地区画整理法や都市再開発法に代表さ
れる個別の「事業法」の解説書は比較的読みやすく、理解するのも容易です。その理由の一つは、土地区画整
理法や都市再開発法に比べると都市計画法は都市計画法単体の条文だけでは事実上何もわからず、建築基準法
をはじめとする周辺のまちづくり法との関係を理解しなければならないためです。例えば都市計画法１２条は
７種類の市街地開発事業を列記して、それを都市計画として定めることができると規定しますが、大枠を定め
るだけでその詳細は七つの事業法に「丸投げ」しています。そこで必要になるのが、都市計画法を中心とした
まちづくり法体系の把握です。それはいわば地球を銀河系の中に位置付けるのと同じで、そのためには国土総
合開発計画法（現在の国土形成計画法）等の上位計画との関係と、建ぺい率・容積率等の集団規定を定める建
築基準法をはじめとする各種まちづくり法との関係を把握する必要があります。また、都市計画法そのものを
理解するためには、都市計画区域とは何かを大前提として、１１種類の都市計画の内容を一つずつ正確に理解
することが不可欠です。 
本書はわずか１９０頁のコンパクトな本ですが、それに挑戦してみました。１９６０年代後半に民法、刑法、

商法、民訴法等の司法試験の勉強に励んでいた頃、私はハッキリ言って分厚い本を読んだ方が理解しやすいこ
とを知りましたが、同時にコンパクトな本で論点を整理することの重要性も知りました。本書は論点を整理す
ることによってまちづくりに関連する法律のエッセンスを理解するための本ですが、さてその成否は？本書を
読んでいただいた方からの忌憚のないご意見をお待ちしています。 
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第 1章 まちづくり法とは何か 

１ まちづくり・まちづくり法とは（１０・１１頁） 

２ 膨大なまちづくり法の体系（１２・１３頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画法を中心とした膨大なまちづくり法の体系】 
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３ 法律に根拠をもたないまちづくり（要綱事業）とは（１４・１５頁） 

４ 日本のまちづくり法の四つの特徴（１６・１７頁） 

 ・絶対的所有権  ・線と色塗り、数値による都市計画  ・国家高権  ・メニュー追加方式 

５ 昭和４３年都市計画法の特徴と構成（１８・１９頁） 

  【近代都市法としての昭和４３年都市計画法の特徴】 

①都市における土地の合理的利用を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する

区域区分の制度（線引き）を導入した（７条）。 

②都市計画区域について、住居系・商業系・工業系などの用途地域を中心とした地域地区制を充実させ、

土地利用の純化を目指した（ゾーニング制と呼ばれる近代的な土地利用制度の採用）（８～10 条）。 

③都計法の用途地域を、建基法の建ぺい率・容積率・高さ制限等の「集団規定」と連動させて、建物の

用途と形態を規制した（都計８～10 条、建基 52～56 条の２）。 

④個々の敷地の建築行為は建基法の建築確認の制度（６条）で規制し、都市計画区域内における土地の

開発行為は開発許可の制度（29 条）によって規制した。 

６ 都市計画法の平成４年改正とそのポイント（２０・２１頁） 

７ 都市計画法の平成１２年改正とそのポイント（２２・２３頁） 

８ 地方分権の推進・地方分権一括法の制定（２４・２５頁） 

９ 地方分権一括法施行に伴う都市計画法の平成１１年改正とそのポイント（２６・２７頁） 

10 都市計画区域ＶＳ都市地域・都市開発区域（２８・２９頁） 

【国土利用計画法が定める５つの地域区分と適用される基本法】 

５つの 
地域区分 

国土利用計画法上の規定（９条） 
適用される
基本法 

地域指定の運用の実際 

都市地域 
一体の都市として総合的に開発し、整備
し、及び保全する必要がある地域 

都市計画法 
都市計画法５条により都市計画区域として指定さ
れている又は指定されることが予定されている地
域 

農業地域 
農用地として利用すべき土地があり、総合
的に農業の振興を図る必要がある地域 

農業振興地
域の整備に
関する法律
（農振法） 

農振法６条により農業振興地域として指定されて
いる又は指定されることが予定されている地域 

森林地域 
森林の土地として利用すべき土地があり、
林業の振興又は森林の有する諸機能の維
持増進を図る必要がある地域 

森林法 

森林法２条３項に規定する国有林の区域又は同法
５条１項の地域森林計画の対象となる民有林の区
域として定められている又は定められることが予
定されている地域 

自然公園
地域 

優れた自然の風景地で、その保護及び利用
の増進を図る必要があるもの 

自然公園法 
自然公園法２条１号の自然公園として指定されて
いる又は指定されることが予定されている地域 

自然保全
地域 

良好な自然環境を形成している地域で、そ
の自然環境の保全を図る必要があるもの 

自然環境 
保全法 

自然環境保全法 14 条の原生自然環境保全地域、同
法 22 条の自然環境保全地域又は同法 45 条１項に
基づく都道府県自然環境保全地域として指定され
ている又は指定されることが予定されている地域 

11 都道府県が指定する都市計画区域（３０・３１頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域区分を含む都市計画区域と準都市計画区域の関係】 
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第２章 都市計画法のポイント・その１－１１種類の都市計画とその内容 

１ 都市計画法が定める１１種類の都市計画（３４・３５頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（３６・３７頁） 

３ 区域区分（線引き）（３８・３９頁） 

４ 都市再開発方針等（４０・４１頁） 

５ 地域地区（４２～４５頁） 

【都計法が定める１１種類の都市計画とその分類】 
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６ 地域地区のサンプル(1) 風致地区と特定街区（４６・４７頁） 

７ 地域地区のサンプル(2) 景観地区と都市再生特別地区（４８・４９頁） 

８ 用途規制と特別用途地区（５０・５１頁） 

９ 都市施設（５２・５３頁） 

10 市街地開発事業（５４・５５頁） 

11 促進区域（５６・５７頁） 

12 遊休土地転換利用促進地区（５８・５９頁） 

13 被災市街地復興推進地域（６０・６１頁） 

14 市街地再開発事業等予定区域（６２・６３頁） 

15 地区計画（基本型）（６４～６７頁） 

16 地区計画の変遷と５種類の「地区計画等」（６８～７１頁） 

17 都市計画の決定権者（７２・７３頁） 

  ⇒ 大阪都構想をどう考える   ⇒ 東京都の特別区をどう考える 

18 都市計画の決定手続（７４・７５頁） 

 

第３章 都市計画法のポイント・その２－開発許可と都市計画事業 

１ 開発許可とは（２９条）（７８・７９頁） 

２ 開発許可における技術基準とは（３３条）（８０・８１頁） 

３ 開発許可における立地基準とは（３４条）（８２・８３頁） 

４ 都市計画事業の施行者と認可（８４・８５頁） 

５ 都市計画事業の施行（土地収用法の適用）（８６・８７頁） 

【都計法８条が定める地域地区の種類とその制限】 

㊟Ｈ29 年の都市計画法の改正で用途地域に「田園住居地域」が追加され、用途地域は 13種類になった。 

地域地区の種類と 
都計法の根拠 条文 

根拠法と定義 制限規定 制限の対象 制限の手続 

用
途
地
域
（
８
条
１
項
１
号
） 

第一種低層住居専用地域 

都市計画法 9 条 

1 項～12 項 

建基法 48 条、52

条～57 条 

建築物の用途、容積率、建ぺい率、

敷地面積、前面道路斜線制限（す

べての用途地域に共通）、隣地斜

線制限（第一種・第二種低層住居

専用地域以外のみ）、北側斜線制

限（第一種・第二種低層住居専用

地域、第一種・第二種中高層住居

専用地域のみ）、日影規制（商業

地域、工業専用地域以外のみ）                       

第一種及び第二種低層住居専用地

域においては、必要な場合に、外

壁の後退距離高さの限度 

建築確認、 

特定行政庁の特例許可 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

特別用途地区（8 条 1 項 2 号） 

（昭和 25 年創設） 
都市計画法 9 条 13 項 

建基法 49 条、地

方公共団体の条

例 

建築物の用途 建築確認、条例で定める手続 

特定用途制限地域（8 条 1 項 2 号

の 2）（平成 12 年創設） 
都市計画法 9 条 14 項 

建基法 49 条 

の 2、地方公共

団体の条例 

建築物の用途 建築確認 

特例容積率適用地区（8 条 1 項 2

号の 3）（平成 16 年創設） 
都市計画法 9 条 15 項 

建基法 57条の 2

～57 条の 4 
容積率の限度 建築確認 

高層住居誘導地区（8 条 1 項 2 号

の 4）（平成 9 年創設） 
都市計画法 9 条 16 項 

建基法 52 条、56

条、57 条の 2 

住宅割合が 3 分の 2 以上の建築物

に係る容積率、前面道路斜線制限、

隣地斜線制限（必要な場合には建

ぺい率、敷地面積） 

建築確認 

高度地区（8 条 1 項 3 号）        

（昭和 31 年創設） 
都市計画法 9 条 17 項 建基法 58 条 建築物の高さの限度 建築確認 

高度利用地区（8 条 1 項 3 号）     

（昭和 44 年創設）   
都市計画法 9 条 18 項 建基法 59 条 

建築物の容積率、建ぺい率、建築

物の建築面積（必要な場合には壁

面の位置の制限） 

建築確認、特定行政庁の特例

許可 

特定街区（8 条 1 項 4 号）       

（昭和 36 年創設） 
都市計画法 9 条 19 項 建基法 60 条 

建築物の容積率、高さの限度、壁

面の位置の制限 
建築確認 

 
                                   ※ 以下略    
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第４章 都市計画法と他のまちづくり法との関係 

１ 建築基準法の単体規制（規定）と集団規制（規定）（９０・９１頁） 

２ 用途地域と用途規制（建基法４８条との連動）（９２～９５頁） 

３ 用途地域と形態規制（建基法５２～５６条の２との連動）（９６～９９頁） 

４ 総合設計制度（１００・１０１頁） 

５ 一団地認定制度（１０２・１０３頁） 

６ 特定街区（１０４・１０５頁） 

７ 連担建築物設計制度（１０６・１０７頁） 

８ 建築協定（１０８・１０９頁） 

９ 土地区画整理事業（１１０・１１１頁） 

10 市街地再開発事業（１１２・１１３頁） 

 

第５章 成立した時代でわかる！まちづくり法のポイント 

１ 戦後のまちづくりの法と政策の時代区分・総論（１１６・１１７頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１期 戦災復興と国土づくりの時代（１９４５～６１年）（１１８・１１９頁） 

３ 第２期 池田内閣と高度経済成長の時代（１９６２～６９年）（１２０・１２１頁） 

４ 第３期 田中角栄と日本列島改造の時代（１９６９～７７年）（１２２・１２３頁） 

【戦後の都市政策から見た３つの時代区分】 

３
つ
の
時
代
区
分 

1960（Ｓ35）年 
～1982（Ｓ57）年 

1983（Ｓ58）年 
～2000（Ｈ12）年 

2001（Ｈ13）年 
～2016（Ｈ28）年 

高度経済成長（池田内閣） 
日本列島改造の時代（田中角栄） 
一～三全総の時代 
低成長の時代（大平正芳） 

中曽根アーバン・ルネッサンスの
時代 
四全総の時代 
細川護煕非自民連立内閣の時代 
橋本五大改革の時代 

小泉都市再生の時代 
政権交代の時代 
再度の政権交代後は安倍一強多弱の
時代 

キ
ー
ワ
ー
ド 

高度経済成長（池田内閣） 
日本列島改造論（田中角栄） 

内需拡大と規制緩和 
民間活力の導入 
土地バブル 
不良債権 

不良債権処理、デフレ・スパイラル 

法 
律 

近代都市三法の制定 
Ｓ43 年 都市計画法全面改正 
Ｓ45 年 建築基準法大改正 
Ｓ44 年 都市再開発法制定 

Ｓ63 年 総合土地対策要綱閣議
決定 
H１年 土地基本法制定 
H４年 都市計画法大改正 
H12 年 都市計画法大改正 

Ｈ14 年 都市再生特別措置法制定（そ
の後も再三改正） 
次々と都市再生緊急整備地域を指定 
民間都市再生事業計画を次々と認定 
H14 年 構造改革特区法制定 
Ｈ17 年 国土形成計画法の制定（国土
総合開発法からの大転換） 
Ｈ23 年 総合特区法制定 
Ｈ25 年 復興法体系の成立と国土強
靭化関連三法の制定、国家戦略特区法
制定 

ト
ピ
ッ
ク
ス 

1973（Ｓ48）年 第１次石油ショッ
ク 
1979（Ｓ54）年 第２次石油ショッ
ク 
 

1985（Ｓ60）年 プラザ合意 
（円高ドル安を誘導、円高不況） 
1989（Ｈ１）年 東西冷戦の終結
（ベルリンの壁崩壊） 
1989（Ｈ１）年 天安門事件 
1995（Ｈ７）年１月 17 日 阪神・
淡路大震災 

2001（Ｈ13）年９月 11 日 世界同時
多発テロ 
2011（Ｈ23）年３月 11 日 東日本大
震災 
2014（H26）年～2016（H28）年 
広島市土砂災害、御嶽山噴火、熊本地
震、鳥取県中部地震 

光
と
影 

一～三全総による国土の開発 
新幹線、道路、空港の整備 
1964（Ｓ39）年 東京オリンピック 
1970（Ｓ45）年 大阪万博 

駅前再開発の爆発的広がり 
土地、株、ゴルフ会員権の高騰、
バブル景気 

小泉構造改革の進展 
ミニバブルの発生 
アベノミクスの光の部分 

都市問題の噴出、二度の地価高騰 
Ｓ49 年 国土利用計画法の制定 
公害問題の噴出 
→ Ｓ45 年 公害国会 

土地バブルに伴う戦後最大の地
価高騰（1989（Ｈ１）年） 
バブル崩壊（1989（Ｈ１）年末） 
→ 不良債権問題の発生 

不良債権問題の深刻化 
アベノミクスの影の部分 
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５ 第４期 三全総と低成長の時代（１９７７～８３年）（１２４・１２５頁） 

６ 第５期 中曽根アーバン・ルネッサンスの時代（１９８４～９３年）（１２６・１２７頁） 

７ 第６期 細川連立政権と復興まちづくりの時代（１９９３～９６年）（１２８・１２９頁） 

８ 第７期 橋本五大改革と土地政策大転換の時代（１９９６～０１年）（１３０・１３１頁） 

９ 第８期 小泉改革と都市再生の始まりの時代（２００１～０６年）（１３２・１３３頁） 

10 第９期 混迷政治と政権交代の時代（２００６～１２年）（１３４・１３５頁） 

11 第１０期 安倍長期政権と新たな都市再生の時代（２０１２年～）（１３６・１３７頁） 

 

第６章 人口減少・巨大災害時代のまちづくり法の展開 

１ 国土総合開発法から国土形成計画法への大転換（１４０～１４３頁） 

２ 人口減少と巨大災害を見据えた国土のグランドデザイン２０５０（１４４～１４７頁） 

３ 大都市のリノベーションを目指す大都市戦略（１４８・１４９頁） 

４ 「コンパクト＋ネットワーク」型の国土形成計画（１５０～１５３頁） 

５ 都市再生特別措置法の制定（１５４～１５７頁） 

６ 都市再生特別措置法の再三の改正による新たな都市再生の展開（１５８・１５９頁） 

７ 立地適正化計画と特定用途誘導地区（都市再生特別措置法Ｈ２６年改正）（１６０～１６３頁） 

８ 国際競争力・防災機能強化とコンパクトなまちづくり（都市再生特別措置法Ｈ２８年改正） 

（１６４・１６５頁） 

９ 都市再生特別措置法の最新の全体像と各制度の進捗状況（１６６・１６７頁） 

10 特区制度と国家戦略特区法の新たな展開（１６８～１７１頁） 

11 災害復興法制(1)・東日本大震災と復興法制（１７２～１７５頁） 

12 災害復興法制(2)・災害対策基本法の改正（１７６～１７９頁） 

13 災害復興法制(3)・大規模災害復興法（１８０・１８１頁） 

14 国土強靭化関連三法(1)・国土強靭化基本法（１８２～１８５頁） 

15 国土強靭化関連三法(2)・首都直下地震対策特措法（１８６・１８７頁） 

16 国土強靭化関連三法(3)・南海トラフ地震対策特措法（１８８・１８９頁） 

 

トピックスＡ （ＮＨＫスペシャル） 

１．防災プロジェクト 関東大震災から 100 年 

ちょうど 100 年前の 9 月 1 日、午前 11 時 58 分、マグニチュード 7．9 の揺れが現在の首都圏を襲い、10

万 5 千人を超える人々が命を失いました。 そして今、私たちが直面しようとしているのが、マグニチュード

７クラスの「首都直下地震」。今後 30 年で、70％の確率で起こるとされています。 

私たちは 100 年前の出来事に何を学び、来るべき巨大地震にどう備えていけばいいのか、番組やデジタル

などさまざまな機会を通じて関東大震災に向き合い、ヒントを探っていきます。 

２．ＮＨＫスペシャル「映像記録 関東大震災 帝都壊滅の三日間」（前・後編） 

・9 月 2 日（土）［総合］午後 10:00～10:49「前編」 

・9 月 3 日（日）［総合］午後 9:00～9:49「後編」 

３．クローズアップ現代 「“集団の狂気”はなぜ 関東大震災と朝鮮人“殺傷”の深層」 
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第２編 都市再生特別措置法の制定とその後の改正 

第１ 都市再生特別措置法の制定（平成 14年） 

１. 制定の経緯 

２. 制定時の基本的枠組み・・・法令資料① 

   ⇒令和 2年 7月現在の基本的枠組み・・・法令資料② 

第２ 都市再生特別措置法のその後の改正 

１. 平成 16年改正から平成 22年改正までの改正 

２. 平成 23年改正                法令資料③ 

３. 平成 24年改正 

４. 平成 26年改正・・・法令資料④⑤⑥ 

立地適正化計画、コンパクトシティ（全国的問題） 

５. 平成 28年改正・・・法令資料⑦ 

⑴ 都市の国際競争力・防災機能の強化 

①民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長・認定処理期間の短縮 

（申請期限：平成 29 年 3月末まで→平成 34年 3月末までに延長） 

②民間都市開発事業に対する金融支援の範囲に、国際会議場施設等の整備費を追加 

③災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して供給するための協定制度の創設 

④建築物の道路上空利用が可能な地域を、特定都市再生緊急整備地域から都市再生緊急整備地域全域へ拡充 

⑤都市再生緊急整備地域指定の見直し制度の明示 

⑵ コンパクトで賑わいのあるまちづくり 

①既存ストックを残しつつ、地域の身の丈にあった市街地整備を可能とする手法の創設 

②特定用途誘導地区で市街地再開発事業を実施できることとする等の市街地再開発事業の施行要件の見直し 

③空き地・空き店舗を有効活用するための協定制度の創設 

④賑わいの創出に寄与する施設（観光案内所等）の都市公園の占用を可能に 

⑶ 住宅団地の再生 

土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員とし

て扱い、2/3合意での事業推進を可能に 

６. 平成 30年改正・・・法令資料⑧ 

都市のスポンジ化……都市の内部において、空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな敷地単
位で、時間的・空間的にランダムに、相当程度の分量で発生する現象 

⑴ 都市のスポンジ化対策 

①低未利用地の集約等による利用の促進（都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律

関係） 

ⅰ）「低未利用土地権利 設定等促進計画制度」の創設 

ⅱ）都市再生推進法人の業務に、低未利用地の一時保有等を追加 

ⅲ）低未利用地を集約し商業施設等の敷地を確保する土地区画整理事業の集約換地の特例 

ⅳ）ⅲ）の制度に基づく土地区画整理事業への都市開発資金の貸付け 

ⅴ）市町村による低未利用土地利用等指針の作成、低未利用地の管理についての地権者への勧告 

②身の回りの公共空間の創出（都市再生特別措置法及び都市計画法関係） 

ⅰ）「立地誘導促進施設協定制度」の創設 

ⅱ）「都市計画協力団体制度」の創設 
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・都市計画の案の作成、意見の調整等を行う住民団体、商店街組合等を市町村長が指定（身の回

りの都市計画の提案が可能に） 

・都計法「第 6章 都市計画協力団体（75条の 5～75条の 10）」創設 

③都市機能のマネジメント（都市再生特別措置法及び都市計画法関係） 

ⅰ）「都市施設等整備協定制度」の創設 

・民間が整備すべき都市計画に定められた施設（アクセス通路等）を確実に整備・維持 

・都計法「第 5章 都市施設等整備協定（75条の 2～75条 44）」創設 

ⅱ）誘導すべき施設（商業施設、医療施設等）の休廃止届出制度の創設 

⑵ 都市の遊休空間の活用による安全性・利便性の向上（都市再生特別措置法、都市計画法及び建築基準

法関係） 

ⅰ）公共公益施設の転用の柔軟化 

ⅱ）駐車施設の附置義務の適正化 

ⅲ）立体道路制度の適用対象の拡充 

７. 令和 2年改正・・・法令資料⑨ 

⑴ 安全なまちづくり 

①災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制 

ⅰ）災害レッドゾーンにおける自己業務用施設の開発を原則禁止（都市計画法 33条） 

ⅱ）市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可の厳格化（都市計画法 34条） 

ⅲ）居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発に対する勧告・公表（都市再生特

別措置法 88条） 

②災害ハザードエリアからの移転の促進 

ⅰ）市町村による災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画作成（都市再生特別措

置法 81条等） 

③居住エリアの安全確保 

ⅰ）居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外 

ⅱ）市町村による居住誘導区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成（都市再生特別措置法

81条） 

⑵ 魅力的なまちづくり 

①「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出 

都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定（都市再

生特別措置法 46条 2 項 5号）し、以下の取組を推進 

ⅰ）官民一体で取り組む「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出（公共による車道の一部広場化と

民間によるオープンスペース提供等）※予算・税制両面から支援（都市再生特別措置法 46 条 3項

2号） 

ⅱ）まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入（メインストリート側ではなく裏道側に駐車

場の出入口を設置）（都市再生特別措置法 62条の 10等） 

ⅲ）イベント実施時などにまちづくり会社等の都市再生推進法人が道路・公園の占用手続等を一括し

て対応（都市再生特別措置法 62条の 8）等 

②居住エリアの環境向上 

ⅰ）居住誘導区域内における病院・店舗など日常生活に必要な施設について用途・容積率制限を緩和

（都市再生特別措置法 81条、都市計画法 8条、建築基準法 52条等） 

ⅱ）居住誘導区域内における都市計画施設の改修促進（都市再生特別措置法 81条等） 
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第３編 近時の重要な法改正・その１  

１. 平成 29年改正の「都市緑地法等の一部を改正する法律」（平成 29年法律 26号） 

田園住居地域の創設（都市計画法の改正で用途地域が 13種類に） 

生産緑地 2022年問題 → 特定生産緑地制度の創設（生産緑地法の改正） 

２. 住宅宿泊事業法（民泊新法）（平成 29年法律 65号） 

2017（平成 29）年 6 月 9日成立 

３. 都市農地の賃借の円滑化に関する法律（都市農地賃借法）（平成 30年法律 68号） 

2018（平成 30）年 6 月 20日成立 

４. 民法の改正 

・平成 29年の民法大改正（債権関係） 

明治 29（1896）年に民法が制定された後、債権関係の規定（契約等）について約 120年間ほとん

ど改正がなかったものが、改正された。 

・平成 30年の民法（相続法）改正 

配偶者居住権の創設等 

第４編 近時の重要な法改正・その２  

１. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（所有者不明土地特措法）（平成30年法律49号） 

・2018（平成 30）年 6月 6日成立   2022（令和 4）年改正       ・・・法令資料⑩⑪ 

 ２. 空き家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 

   ・2023（令和 5）年 6月 7日成立 ・・・・法令資料⑫ 

３. 土地基本法等の一部を改正する法律（令和 4年）・・・法令資料⑬ 

 ・令和 2（2020）年 3月 27日「土地基本法等の一部を改正する法律」（令和 2年法律 12号）制定 

４. マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一

部を改正する法律（令和 2年）・・・法令資料⑭⑮ 

  ⑴ マンション管理適正化法の改正 

⑵ マンション建替え円滑化法の改正 

→1960年代の高度経済成長時代に建設されたマンションの老朽化を受けての必然的な改正だが、

うまくいくか？       cf. 橋、トンネル等のインフラの老朽化問題と同じ。  

  ⑶ 管理計画認定制度 

  ⑷ マンション管理適正評価制度 

５. 建物の区分所有等に関する法律（区分所有法） 

  ・区分所有法制部会第 9回会議（令和 5年 6月 8日開催）において中間試案を取りまとめ 

同年 7月からパブリックコメントの手続（2か月間）を実施見直し検討中・・・・・・法令資料⑯ 

６.  強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（国土強靭化基

本法）（平成 25年法律第 95号） 

  ・令和 5年改正・・・・・・法令資料⑰ 

  ・新たな国土強靭化基本計画の概要・・・・・・法令資料⑱ 

７. 災害対策基本法（昭和 36年法律 223号）の概要（令和 5年現在）、再三改正・・・・・法令資料⑲⑳ 

  ・防災基本計画修正（令和 5年 5月）・・・・・・法令資料㉑ 

８. 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和 4年）・・・法令資料㉒㉓ 

    ⇒「第２部 宅地造成及び特定盛土等規制法の解説」参照 
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第５編 近時の重要な法改正・その３  

１. 重要土地規制法（令和 4年）・・・法令資料㉔  

・令和 4（2022）年 6月 16日 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利

用の規制等に関する法律」（重要土地規制法）制定 

                            ※国会では 17 本もの附帯決議 

9月 16日 「重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利

用の防止に関する基本方針」閣議決定 

10月 11日 「安保重要区域」58箇所の候補地を提示（第 1段指定） 

２. 平和安全法制（平和安全法制関連 2法）（平成 27年）・・・法令資料㉕－１、㉕－２ 

 ・平成 27（2015）年 9月 19日、安倍政権下で制定 

   ①「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律（平

成 27年法律 76号）」（通称 平和安全法制整備法） 

②「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関す

る法律（平成 27年法律 77号）」（通称 国際平和支援法） 

３. 安全保障関連三文書改定問題と国防費増額問題（GDP 比 2％＝43兆円） 

①「国家安全保障戦略」（H25.12.17閣議決定） 

②「平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱」（H30.12.18閣議決定） 

③「中期防衛力整備計画（平成 31年度～平成 35年度）」（H30.12.18閣議決定） 

①は「国防の基本方針について」（S32.5.20国防会議及び閣議決定）に代わるもの。 

①も②もおおむね 10 年程度の期間を念頭に置いたもので、NSC（国家安全保障会議）において、定

期的に体系的な評価をしていく重要文書だ。 

③は「中期防」と呼ばれるとおり、5年間の短期計画で、3年毎の必要な見直しが想定されている。そ

れぞれ印刷すると数十頁にわたる膨大なもの 

 

トピックスＢ 関東大震災（1923.9.1）から 100年 

１．各紙がさまざまな特集（連載）で警鐘─（8月） 

・日本経済新聞「首都の弱点 関東大震災 100 年」「日本の防災 100 年の歩み（前編）（後編）」 

・読売新聞「巨大災害 現代のリスク」 

・産経新聞「息づく教訓─関東大震災 100 年─」「命が守られるか 関東大震災 100 年」 

        「災害列島 関東大震災 100 年」 

・朝日新聞「関東大震災 100 年 都市防災の今」 

２．各社が 9/1付で社説を掲載、大特集も 

 ・朝日新聞「関東大震災 100 年 激震と火灰と化す街」 

 ・日本経済新聞「関東大震災 100 年の教訓」「「首都直下」への備え半ば」 

 ・読売新聞「自然の脅威 列島直面」 

 ・産経新聞「国難災害 国あげて迎え撃て」「免震技術 たゆまぬ進化」 

３．9/1～映画『福田村事件』（森達也監督）が公開 
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第２部 宅地造成及び特定盛土等規制法の解説 

    『新旧対照・逐条解説 宅地造成及び特定盛土等規制法』（2023年出版）より 

 

第１部 宅地造成等規制法の成立とその沿革（３～２２頁） 

１章 「都市三法」の成立と「近代都市法」たる都市計画法の「開発許可」（３頁） 

  ・昭和４３年～４４年（１９６８年～６９年）「都市三法」の成立 

  ・近代都市法としての特徴 

   ①市街化区域と市街化調整区域の線引き 

   ②地域地区制の充実⇒土地利用の純化 

   ③都市計画法の用途規制と連動させて、建築基準法によって建ぺい率、容積率、高さ制限等（集団規定）

を設け、建物の用途と形態を規制 

   ④開発行為を開発許可の制度で規制（都市計画法２９条、３３条、３４条）、個々の建築行為は、建築

確認の制度で規制 

２章 宅地造成等規制法の成立（昭和３６年）とその概要・構成（４～６頁） 

   １．３６年法の概要（表１-①） 
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２．３６年法の構成（表１-②） 
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３章 宅地造成等規制法（昭和３６年）の運用（８～９頁） 

 １．指定状況 

 ２．宅地造成規制区域に関する施行状況（８条、１１条～１７条） 

 ３．地方分権一括法の施行（平成１２年）に伴う一部改正 

 ４．「宅地造成等規制法の施行にあたっての留意事項について」【平成１３年通知】 

   【平成１３年通知】（１９８～２０４頁） 

１．平成１２年４月１日付で「地方分権一括法」施行によって３６年法に基づく許可等の事務が 

機関委任事務から自治事務に移行 

     →従来の通達はすべて失効 

   ２．別添１『宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域指定要領』（２０１～２０３頁） 

     別添２『宅地防災マニュアル』（２０３頁） 

     別添３『宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針』（２０３～２０４頁） 

４章 宅地造成等規制法の平成１８年改正（１１～１６頁） 

 １．平成１８年改正の背景と経緯 

 ２．平成１８年改正のポイント①─政令による技術的基準の強化 

 ３．宅地造成等規制法の技術的基準強化と都市計画法の開発許可との連動 

 ４．平成１８年改正のポイント②─造成宅地防災区域の創設（旧法２０条） 

５章 平成１８年改正法の運用（１７～２０頁） 

 １．「宅地造成等規制法等の改正について（技術的助言）」【平成１８年助言】 

   【平成１８年助言】（２０５～２１２頁） 

   ３６年法の施行にあたっての留意事項の改正（２０６～２０９頁） 

    第１～第６【略】 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   別添１ 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域指定要領（２０９～２１２頁）【略】 

２．造成宅地防災区域の指定（と解除）の状況 
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６章 宅地造成等規制法の令和４年改正（２２頁） 

第２部 宅地造成等規制法の抜本的改正と盛土規制法の成立（２４～６９頁） 

１章 熱海市での土砂災害の発生と検討会の発足、検討会の提言（２４～２５頁） 

２章 「盛土による災害の防止に関する検討会」の提言・その１ 

   ─盛土の総点検と関連する法制度の状況（２８～４９頁） 

３章 「盛土による災害の防止に関する検討会」の提言・その２ 

   ─危険な盛土箇所に関する対策と危険な盛土等の発生を防止するための仕組み（５０～６６頁） 

４章 宅地造成等規制法改正法（宅地造成及び特定盛土等規制法）のポイント（６８～６９頁） 

第１ 宅地造成等規制法改正の背景・必要性 

第２ 宅地造成等規制法改正法（宅地造成及び 

特定盛土等規制法）のポイント 

 （１） スキマのない規制 

 （２） 盛土等の安全性の確保 

 （３） 責任の所在の明確化 

 （４） 実効性のある罰則の措置 

第３部 新旧対照・逐条解説（７２～１８２頁） 

１章 総則（１条・２条）（７５～８０頁） 

２章 基本方針及び基礎調査（３条～９条）（８０～８７頁） 

３章 宅地造成等工事規制区域（１０条）（８８～９１頁） 

４章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制（１１条～２５条）（９１頁～） 

５章 特定盛土等規制区域（２６条）（１２２～１２５頁）             （１２５～１５６頁） 

６章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制（２７条～４４条） 

７章 造成宅地防災区域（４５条）（１５６～１５９頁） 

８章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置（４６条～４８条）（１６０～１６３頁） 

９章 雑則（４９条～５４条）（１６３～１６６頁） 

１０章 罰則（５５条～６１条）（１６６～１７８頁） 

１１章 附則（令和４年５月２７日法律第５５号）（１７８～１８２頁） 

第４部 盛土規制法の運用と新法への期待（１８４～１９６頁） 

１章 盛土規制法運用のポイント（１８４～１８６頁） 

 １ 本法の施行日はいつか？ 

２ 基本方針（３条）がどう定められるか？ 

３ 宅地造成等工事規制区域（１０条）、特定盛土等規制区域（２６条）、造成宅地防災区域（４５条）が 

どう定められるか？ 

 ４ 政令・主務省令がどのように定められるか？ 

 ５ 各地の盛土等の規制に関する条例がどのように定められるか？ 

 ６ その他、盛土規制法全般の運用  

２章 新法への期待と注文（１８７頁） 

３章 熱海市の土石流災害を含む各種調査報告（１８８～１９２頁） 

４章 県条例、市条例違反事例（逮捕、行政代執行等）（１９３～１９６頁） 
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第３部 新法学習のポイント 

【ポイント１】昭和３６年法 VS近代都市三法、改正の経緯とその理由 

１．宅地造成（宅造法）VS開発行為、開発許可（都計法） 

２．昭和３６年法の、目的（１条）、定義（２条） 

３．宅地造成工事規制区域（Ｔ区域）の指定（３条）、Ｔ区域の工事の許可（８条）、 

技術的基準（９条＋政令） 

４．Ｔ区域の指定と施行 

【ポイント２】地方分権一括法（平成１２年）施行の影響 

１．機関委任事務から自治事務への移行の意味は？ 

２．許可権者が県→中核市、特例市等に拡大 

３．【平成１３年通知】（１９８～２０４頁）の意義・内容 

【ポイント３】平成１８年改正 

１．なぜ改正？その背景は？ 

２．改正のポイント①、政令による技術的基準の強化（１２頁） 

改正のポイント②、造成宅地防災区域（Z区域）創設（１４～１６頁） 

  ３．宅地造成等規制法の技術的基準強化と都市計画法の開発許可との連動（１３～１４頁） 

４．【平成１８年通知】（２０５～２１１頁）の意義・内容（１７～１８頁） 

５．造成宅地防災区域（Z区域）の指定とその指定要領（政令）（１９～２１頁） 

【ポイント４】新法の目的、定義、技術基本方針 

１．目的（１条）   ２．定義（２条）   ３．基本方針（３条） 

【ポイント５】新法の宅地造成等工事規制区域（Ｔ等区域）（３章１０条、４章１１～２５条） 

Ｔ区域 → Ｔ等区域 

１３条 技術的基準―政令多数 

【ポイント６】特定盛土等規制区域（Ｍ等区域）新設（６章２７～４４条） 

１．Ｍ等区域 

【ポイント７】造成宅地防災区域（Ｚ区域）新設（７章４５条～４８条） 

【ポイント８】雑則、罰則（９章４９条～６１条） 

１．（旧）４つのレベル→（新）６つのレベル 

 【ポイント９】政令、規則の制定（令和５年） 

  令和 5年に新法制定時にはまだ定められていなかった政令、規則が制定された。 

   ① 施行日を令和 5年 5月 26日とする政令を制定（令和 4年 12月 23日公布） 

   ② 技術的基準を定める政令を制定（令和 4年 12月 23日公布）、各種規則を制定（令和 5年 3月 31

日公布） 

  ※坂和は現在、法律制定時に定められていなかった上記の政令、規則を盛り込んだ改訂版を執筆中 

 【ポイント１０】法律と条例 

  １．地方分権一括法（平成１２年）による大改革 

    ①機関委任事務 → 自治事務へ 

    ②委任条例 VS自主条例 

    ③新法への熱海市議会、全国町村会、全国知事会からの要望書（２３７～２３９頁） 

２．静岡県盛土等の規制に関する条例の概要（基準に適合しない土砂等を用いた盛土等の禁止） 

（２５４頁～２５７頁）  ―以上― 


